
船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（かき
．．

筏
いかだ

） 

発生日時 平成２９年５月６日 ２３時００分ごろ 

発生場所 広島県広島港第１区 

 宇品
う じ な

灯台から真方位２２９°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°１９.７′ 東経１３２°２６.８′） 

事故の概要  プレジャーボートMi
ミ

-Ke
ケ

-Neko
ネ コ

は、南東進中、かき
．．

筏に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年５月１８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Mi-Ke-Neko、５トン未満（長さ５.７０ｍ） 

 ２５３－１１２９０広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 推進器翼に欠損、船底部に擦過傷 

かき
．．

筏 竹材に折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期  

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、船長が操舵スタ

ンド後方に立って操舵に当たり、約１１ノットの対地速力で釣り場に

向け、広島県広島市似
にの

島と同市峠
とうげ

島との間を通過する予定で南東進

していた。 

 本船は、船長が、左舷船首方に光が見えたので、峠島西方沖のかき
．．

筏に設置された標識灯の灯光と思い、右に転針して航行を続けていた

ところ、かき
．．

筏に衝突した。 

 船長は、峠島西方沖及び似島北方沖のそれぞれのかき
．．

筏に標識灯が

設置されていることを知っていたが、左舷船首方に見えた光が似島北

方沖のかき
．．

筏に設置された標識灯の灯光であったことを本事故後に知

った。 

 船長は、ふだんＧＰＳプロッターの表示を確認しながら航行してい

たが、本事故当時、通い慣れた釣り場なので、ＧＰＳプロッターに残

っている航跡を見なくても安全に航行できると思い、ＧＰＳプロッタ

ーの表示を確認していなかった。 

分析  本船は、船長が、ＧＰＳプロッターを使用した船位の確認を行って

いなかったことから、かき
．．

筏に設置された標識灯の灯光を見間違えて

いることに気付かず、かき
．．

筏に向けて転針し、かき
．．

筏に衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、船長が、ＧＰＳプロッターを使用した船位の確認



 

を行っていなかったため、かき
．．

筏に設置された標識灯の灯光を見間違

えていることに気付かず、かき
．．

筏に向けて転針し、かき
．．

筏に衝突した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域を航行する際においても、ＧＰＳプロッターを活用す

るなどして船位の確認を行うこと。 


